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要
介
護
・
要
支
援
認
定
な
ど
を

受
け
て
い
る
人
に
交
付
さ
れ
て
い

る「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」の

適
用
期
間
が
７
月
31
日
㈬
で
終
了

し
ま
す
。新
し
い
負
担
割
合
証（
緑

色
、
封
筒
は
青
色
）を
７
月
下
旬

に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必
ず
介
護

保
険
証
と
一
緒
に
保
管
を
し
て
く

だ
さ
い
。

利
用
者
負
担
割
合

▽
３
割
負
担
＝

本
人
の
合
計
所
得
金
額
が
２
２
０

万
円
以
上
で
、
世
帯
の
65
歳
以
上

の
人
の「
年
金
収
入
と
そ
の
他
の

合
計
所
得
金
額
」の
合
計
が
単
身

で
３
４
０
万
円（
2
人
以
上
世
帯

で
４
６
３
万
円
）以
上
の
人
▽
２

割
負
担
＝
本
人
の
合
計
所
得
金
額

が
１
６
０
万
円
以
上
で
、
世
帯
の

65
歳
以
上
の
人
の「
年
金
収
入
と

そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
」の
合

計
が
単
身
で
２
８
０
万
円（
2
人

以
上
世
帯
で
３
４
６
万
円
）以
上

の
人
▽
１
割
負
担
＝
３
割
ま
た
は

２
割
負
担
に
当
て
は
ま
ら
な
い
人
、

住
民
税
非
課
税
の
人
ま
た
は
生
活

保
護
を
受
給
し
て
い
る
人

問
い
合
わ
せ　

介
護
保
険
課（
☎

40
２
２
９
２
）

　

介
護
保
険
負
担
割
合
証
の
更
新

現
在
使
っ
て
い
る
被
保
険
者
証

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
㈬
ま
で

で
す
。
８
月
か
ら
使
用
で
き
る
新

し
い
も
の
を
７
月
に
郵
送
し
ま
す
。

な
お
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と

保
険
証
の
一
体
化
に
よ
り
、
令
和

６
年
12
月
２
日
㈪
以
降
は
、
保
険

証
が
新
た
に
発
行
さ
れ
な
く
な
り

ま
す
が
、
交
付
済
み
の
保
険
証
は

有
効
期
限
ま
で
使
用
で
き
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
加
入
者

　

被
保
険
者
証
が
届
い
た
ら
、
氏

名
、
住
所
な
ど
の
記
載
内
容
を
確

認
し
、
８
月
１
日
㈭
か
ら
使
用
し

て
く
だ
さ
い
。
70
〜
74
歳
の
人
は

被
保
険
者
証
と
高
齢
受
給
者
証
が

一
体
化
し
て
お
り
、
１
枚
で
受
診

で
き
ま
す
。有
効
期
限
の
切
れ
た

保
険
証
は
各
自
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限　

７
年
７
月
31
日
㈭
ま

た
は
70
歳
の
誕
生
月
の
末
日（
74

歳
の
人
は
75
歳
の
誕
生
日
の
前
日
）

自
己
負
担
割
合（
70
〜
74
歳
の
人
）

６
年
度
の
住
民
税
課
税
所
得（
住

民
税
額
を
計
算
す
る
基
準
と
な
る

所
得
額
）が
▽
１
４
５
万
円
以
上

の
人
＝
３
割
▽
１
４
５
万
円
未
満

の
人
＝
２
割

後
期
高
齢
者
医
療
加
入
者

75
歳
以
上
の
人
と
障
害
認
定
を

受
け
た
65
歳
以
上
の
人
に
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
被
保
険
者
証（
緑

色
）を
発
行
し
ま
す
。
被
保
険
者

証
は
、
黄
緑
色
の
封
筒
に
入
れ
て

郵
送
し
ま
す
。

有
効
期
限　

７
年
７
月
31
日
㈭

自
己
負
担
割
合　

６
年
度
の
住
民

税
課
税
所
得
が
▽
１
４
５
万
円
以

上
の
人
お
よ
び
同
一
世
帯
の
被
保

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の
更
新

険
者
＝
３
割
▽
３
割
負
担
を
除
い

た
一
定
以
上
の
所
得
の
あ
る
被
保

険
者
＝
２
割
▽
３
割
ま
た
は
２
割

負
担
以
外
の
被
保
険
者
ま
た
は
世

帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
被
保

険
者
＝
１
割

問
い
合
わ
せ　

保
険
年
金
課
▽
国

民
健
康
保
険
加
入
者
＝
国
保
係（
☎

40
２
８
２
２
）▽
後
期
高
齢
者
医

療
加
入
者
＝
医
療
年
金
係（
☎
40

２
２
５
９
）

　

ク
ー
リ
ン
グ
シ
ェ
ル
タ
ー
と
は
、

熱
中
症
特
別
警
戒
ア
ラ
ー
ト
の
発

表
に
備
え
、
市
長
が
あ
ら
か
じ
め

指
定
し
た
施
設
で
す
。
４
〜
10
月

の
間
で
熱
中
症
リ
ス
ク
の
極
め
て

高
い
気
象
条
件
が
予
測
さ
れ
、
熱

中
症
特
別
警
戒
ア
ラ
ー
ト
が
発
表

さ
れ
た
場
合
は
、
自
宅
に
冷
房
設

備
の
な
い
人
や
外
出
中
の
人
な
ど

が
暑
さ
を
し
の
げ
る
場
と
し
て
ク
ー

リ
ン
グ
シ
ェ
ル
タ
ー
を
開
放
し
ま

す
。

　

現
在
、
市
役
所
本
庁
舎
市
民
相

談
室
や
各
地
区
の
地
域
づ
く
り
セ

ン
タ
ー
な
ど
を
指
定
済
み
で
す
。

な
お
、
自
宅
に
エ
ア
コ
ン
が
あ
る

な
ど
涼
し
い
環
境
が
確
保
で
き
る

場
合
に
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
シ
ェ
ル

タ
ー
へ
の
移
動
は
必
須
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

そ
の
ほ
か
の
ク
ー
リ
ン
グ
シ
ェ

ル
タ
ー
に
関
す
る
詳
細
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（
下
記
２
次
元

コ
ー
ド
を
参
照
）に
掲

載
し
て
い
ま
す
の
で
、

利
用
の
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

協
力
い
た
だ
け
る

民
間
施
設
を
募
集
し
ま
す

　

市
内
指
定
施
設
の
充
実
を
目
指

し
、
ク
ー
リ
ン
グ
シ
ェ
ル
タ
ー
に

協
力
し
て
い
た
だ
け
る
民
間
施
設

の
募
集
も
行
っ
て
い
ま
す
。
主
な

指
定
基
準
は
左
記
の
と
お
り
で
す

が
、
詳
細
な
内
容
は
環
境
課
ま
で

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

主
な
指
定
基
準　

▽
適
当
な
冷
房

施
設
を
有
す
る
▽
公
表
す
る
開
放

可
能
日
に
お
い
て
熱
中
症
特
別
警

戒
情
報
が
発
表
さ
れ
た
と
き
に
当

該
施
設
の
指
定
箇
所
を
住
民
そ
の

ほ
か
に
開
放
す
る
こ
と
が
で
き
る

▽
受
け
入
れ
が
可
能
と
見
込
ま
れ

る
人
数
に
応
じ
た
必
要
か
つ
適
切

な
空
間
を
確
保
で
き
る
▽
イ
ス
や

ソ
フ
ァ
な
ど
座
る
場
所
が
あ
る
▽

指
定
場
所
を
無
料
で
利
用
で
き
る

問
い
合
わ
せ　

環
境
課（
☎
40
２

２
６
４
）

　

ク
ー
リ
ン
グ
シ
ェ
ル
タ
ー
を
指
定

f r omf r omリジャイナ

　４月１日にリジャイナ市と近郊の町から、40人の高校生を含む45人の訪問団が藤岡市を訪れ、
藤岡市国際交流協会と藤岡-リジャイナかけ橋プロジェクト共催の高校生交流プログラムがみかぼ
みらい館ギャラリーにて開催されました。代表のAndre Boutin-Maloney（アンドレ・ブーティン・
マロニー）さんに参加した高校生たちの感想や今後の訪問プログラムについて伺いました。
　今回の交流プログラムを通じて、藤岡市の皆さ
んと出会い、互いの文化を学び合う素晴らしい機
会をいただきました。私たちが到着する瞬間から
帰りのバスが駐車場を出る瞬間まで、とても温か
な歓迎をいただき、不安と期待で胸がいっぱい
だった生徒たちの緊張を解いてくれました。
　藤岡市内外の高校生の皆さんとグループに分
かれて、日本やカナダの菓子の食べ比べ、けん玉
やメンコなどの日本の昔遊びなどを楽しみまし
た。新井市長もご参加くださり、藤岡市制施行
70周年を共に祝うことができました。高校生代
表による藤岡市についての発表では、ヤリタナゴ
の取り組みや市の概要を学び、両市の市民団体が
取り組んでいる絵本寄贈では、90冊を超える英
語絵本を届けることができました。ふじの咲く丘
では、春の日本を代表する桜も出迎えてくれ、生
徒たちは全てのプログラムを心から楽しみました。
　日本滞在プログラムで生徒たちの心に残って
いるのは、新たに出会った同世代の友人と共に過
ごした藤岡市での時間です。初めは不安ばかり口

問い合わせ 企画課（☎402428）

友好都市通信

グループでの交流をする高校生たち

にしていた生徒たちも、文化や言葉の違いを超え
た交流を経て、藤岡市から東京に帰るバスの中で
は「Can we go back to Fujioka tomorrow?（明日も
また藤岡市に行ける？）」と、質問が出たほどです。
　交流事業から２カ月が経ちますが、生徒たちは
SNSなどを通じて藤岡市の友人たちと交流を深め
ているようです。次の高校生日本訪問プログラム
は、2026年の春を予定しています。さらに多く
の藤岡市の皆さんと出会い、互いの市の様子や文
化、言語などの交流ができることを願っています。
藤岡市の皆さんも、ぜひリジャイナ市にお越しく
ださいね。楽しみにお待ちしています！ 

グル プでの交流をする高校生たち

　いざ調査を開始すると、「この家は本
当に空き家か」、「所有者の連絡先は」な
ど、空き家を利活用できない問題が浮
き彫りに。住民主体の協議会で空き家
対策を掲げ、区長さんや鬼石を愛する
人々と議論を重ねました。
　その結果、移住希望者に対して鬼石
地域の空き家情報を紹介することで、
空き家の所有者と移住希望者をつなぐ
マッチング制度「おにしん家

ち

」が誕生し
ました。今後も鬼石地域の空き家を積
極的に利用してもらえるように活動し
ていきます。

　地域おこし協力隊として着任したちょうど１年前の
夏に、鬼石総合支所長と鬼石振興課長から「空き家対
策をやってほしい」と頼まれました。

地域おこし協力隊
　　　星野　貴男
問い合わせ　鬼石振興課（☎523111）

協
力
隊
の
活
動

は
こ
ち
ら

『身近な空き家を
活かそう』


